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第６３回新発田市入札監視委員会審議概要 

 

開催日時及び場所 
令和７年２月１４日（金）午後３時３０分～午後４時３０分 

新発田市役所５階 会議室５０１ 

内   容 

・議事 

（１）抽出工事等の審議について 

（２）第６４回委員会開催に伴う抽出委員の指定について 

（３）その他 

委   員 

（委員数５名） 

（出席数５名） 

委員長 若槻 直大 （弁護士）  （出席） 

委員  宮村 茂  （税理士）  （出席） 

委員  丸畠 宏太 （大学教員） （出席） 

委員  佐藤 恭子 （公募委員） （出席） 

委員  大橋 京子  （公募委員） （出席） 

審議対象期間 令和６年９月１日～令和６年１２月３１日 

抽出案件 １０件（対象工事総件数６６件） 

 

制限付 

一般競争入札 
８件 

・下補第６号  新発田北部処理分区（５５４－１－１）マンホール 

ポンプ設置工事 

・受託第１１号 大峰保育園改築（太陽光設備）工事 

・受託第１８号 大峰保育園改築（空調設備）工事 

・下複第８号  新発田東部処理分区（ｔ１２８他）管渠工事 

・創菅補第１号 農集排菅谷処理場機械設備更新その２工事 

・受託第４号  大峰保育園改築（建築）工事 

・配水第１０号 板山地区上水道接続に伴う受水設備設置工事 

・改整第２号  配水管入替６－２工区（開削）工事 

公募型 

指名競争入札 
０件  

通常 

指名競争入札 
０件  
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随意契約 ２件 
・配路第１号  舗装本復旧工事 

・下補第９号  公共ます設置（ｈ２８１）工事 概算設計（全体） 

委員からの意見・質問、

それに対する回答 
 別紙のとおり  

委員会による意見の具

申内容 
特になし 

その他 傍聴者 ０名 



意 見 ・ 質 問 回  答 
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１ 開会 

 

 

２ 議事 

（１） 抽出工事等の審議について 

 

① 第２三半期の契約等の状況 

 

契約状況について質疑なし。 

 

 

② 随意契約案件 

 

・下補第９号  公共ます設置（ｈ２８１）

工事 概算設計（全体）について、今回のよ

うな大型商業施設の新築工事に伴う公共ます

の設置工事は通常随意契約で発注するのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・配路第１号 舗装本復旧工事について、配

水管入替後の舗装復旧工事とのことだが、配

水管は入替の時期は決まっているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局から資料に基づき説明 

 

 

 

 

事務局、工事担当課から資料に基づき説明 

 

 地方公共団体の契約は一般競争入札を基本

としているが、地方自治法施行令に定められた

要件を満たす場合に随意契約での締結が可能

とされている。今回この要件を満たした上で、

旧建設省通達「工事請負契約における随意契

約方式の的確な運用について（随意契約のガ

イドライン）」（昭和５９年７月１１日付け建

設省厚発第３０８号）の「Ⅲ競争に付するこ

とが不利と認められる場合」の「（６）他の

発注者の発注に係る現に施工中の工事と交

錯する箇所での工事で、当該施工中の者に施

工させた場合には、工期の短縮、経費の節減

に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を

確保する上で有利と認められる場合」にも該

当したため随意契約を締結した。 

 

 

 国が定めた基準で法定耐用年数４０年とな

っている。安全のため法定耐用年数より前に入

替を実施している。 

 

 

 

 



意 見 ・ 質 問 回  答 
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③ 一般競争入札案件 

 

・審議案件の抽出理由について 

審議案件の抽出は、契約金額が高いもの又は

落札率の高いものから抽出した。 

 

 

・受託第１８号 大峰保育園改築（空調設備）

工事について、参加申込をした３者中２者が

辞退しており、実質１者のみの入札となって

いるが入札は成立するのか。 

 

 

 

 

 

・「受託第１１号 大峰保育園改築（太陽光設

備）工事」及び「受託第４号 大峰保育園改

築（建築）工事」で失格者がいるがなぜか。 

 

 

 

 

 

 

・「受託第１１号 大峰保育園改築（太陽光設

備）工事」及び「受託第１８号 大峰保育園

改築（空調設備）工事」について、同じ大峰

保育園改築工事であり、１つの工事として発

注しなかったのか。 

 

 

 

（２）第６４回委員会開催に伴う抽出委員の

指定について 

 

 

 

事務局から資料に基づき説明 

 

 

 

 

 

 

 制限付一般競争入札として公告を行い、参加

可能な業者へは平等に入札の機会を設けた上

で電子入札システムを使った入札を行ってい

る。開札の結果、入札者が１者だとしても、電

子入札システムは何者参加しているか開札ま

で分からないし、平等に入札の機会があったこ

とから入札は成立していると考える。 

 

 

 入札金額が最低制限価格未満であったため

失格とした。最低制限価格は、ダンピング受注

防止のため公共工事の入札及び契約の適正化

の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７

号）において、公共工事の入札及び契約の適正

化の基本となるべき事項として定められてい

る。 

 

 

 大峰保育園改築工事は大規模な工事であり、

工期も限られている。また、受託第１１号は電

気工事、受託第１８号は管工事と工事種別が異

なることと、多くの業者の受注機会を確保し、

中小企業の育成を図るため、分割して発注をし

た。 

 

 

第６４回委員会の抽出は、大橋委員とする。 
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（３）その他 

第６４回委員会開催日程について 

 

 

 

３ 閉会 

 

 

第６４回委員会は、令和７年７月２日に開催

する。 

 

 


